
 

埼玉県委託訓練事業報奨金交付要綱 
 
 （目的） 

第１条 この要綱は、埼玉県が実施する委託訓練事業を受託する民間教育訓練機関等に委

託訓練事業報奨金（以下「報奨金」という。）を交付することにより、訓練受講者の就

職を促進することを目的とする。 

 （報奨金の交付対象） 

第２条 報奨金の交付の対象となるのは、「委託訓練実施要領」（以下「実施要領」とい

う。）に掲げる第１章の第１２の就職支援経費及び第１９章の第３のデジタル訓練促進

費の規定に基づき、職業訓練を受託した民間教育訓練機関等（以下「訓練機関」という。）

とする。 

 （報奨金の交付） 

第３条 知事は、訓練機関に対し、当該訓練機関が受託した職業訓練において、次の各号

に該当する場合、報奨金を交付するものとする。 

 一 実施要領第１章の第１２に規定する就職率が達成された場合。 

 二 実施要領第１９章の第３に規定する資格取得率及び就職率が達成された場合。 

 （報奨金の単価） 

第４条 報奨金の単価は、実施要領第１章の第１２及び第１９章の第３の規定のとおりと  

 する。 

 （交付申請） 

第５条 報奨金の交付を受けようとする訓練機関は、埼玉県委託訓練事業報奨金交付申請

書（様式第１号又は様式第２号）により、知事に申請しなければならない。 

  なお、提出先は訓練を担当する職業能力開発施設とする。 

 （交付決定の通知及び交付時期） 

第６条 知事は、報奨金の交付を決定したときは、埼玉県委託訓練事業報奨金交付決定通

知書（様式第３号）により、当該訓練機関に通知しなければならない。 

２ 知事は、前項の通知後、速やかに報奨金を交付するものとする。 

 （交付申請却下の通知） 

第７条 知事は、報奨金の交付申請を却下したときは、埼玉県委託訓練事業報奨金交付申

請却下通知書（様式第４号）により、当該訓練機関に通知しなければならない。 

 （交付決定の取消等） 

第８条 知事は、訓練機関が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことが

できる。 

一 書類の改ざんなど、虚偽その他不正の手段により、交付決定を受けたとき。 

二 その他不適当と認められる事実があったとき。 

２ 知事は、前項により、交付決定を取り消したときは、埼玉県委託訓練事業報奨金交付

決定取消通知書（様式第５号）により、当該訓練機関に通知しなければならない。 

３ 第１項により、交付決定が取り消されたときは、当該訓練機関は既に交付された報奨

金を返還しなければならない。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか報奨金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定め

る。 

 附 則 

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第５条の規定は、施行の日以



 

後における契約に適用し、同日前における契約については、なお従前の例による。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２２年９月１０日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

 この要綱は、令和２年５月２９日から施行する。 

 この要綱は、令和３年２月１６日から施行する。 

  この要綱は、令和５年６月２８日から施行する。 

  



 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

埼玉県委託訓練事業報奨金（就職支援経費）交付申請書 

 

年  月  日  

 

（宛先） 

埼玉県知事 

 

所 在 地 

名   称 

代 表 者(職名及び氏名)            

 

埼玉県委託訓練事業報奨金交付要綱第５条の規定により、報奨金（就職支援経費）の交

付を受けたいので、次のとおり申請します。 
 
１ 交付申請金額  金            円（消費税込） 
 

２ 内 訳 

講座番号・講座名  

訓練実施施設の 

所在地及び名称 

 

 

修了者分 単価     円（税抜）×月数 月×人数  人＝      円 

退校者分        円 

消費税  
 
３ 対象就職率        ％(小数第 1位まで) 
 

訓練修了者     名 

対象中退就職者   名 

対象就職者     名 
 

就職率＝ 
対象就職者＋対象中退就職者 ※対象就職者及び対象中退就職者： 

訓練修了日の翌日から起算して 3箇月以内に就職（中退就職を含む）

又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が 20時間以上であり、

かつ「雇用期間の定め無し」又は「雇い入れの日から起算して 120日

以上」の雇用期間により雇い入れられた者及び自営を開始した者 

訓練修了者＋対象中退就職者 

  

 
４ 振込先【債権者登録コード１３桁            】 

金融機関名 

      銀  行        支 店 

      信用金庫        支 所 

      信用組合        出張所 

預金の種類 

口 座 番 号 
当座・普通 第         号 

フ リ ガ ナ 

名 義 人 

 

 



 

 

様式第２号（第５条関係） 
 

埼玉県委託訓練事業報奨金（デジタル訓練促進費）交付申請書 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県知事 

所 在 地 

名   称 

代 表 者(職名及び氏名)             

 

埼玉県委託訓練事業報奨金交付要綱第５条の規定により、報奨金（デジタル訓練促進費）

の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 
 
１ 交付申請金額  金            円（消費税込） 
 

２ 内 訳 

講座番号・講座名  

訓練実施施設の 
所在地及び名称 

 
 

修了者分 単価     円（税抜）×月数 月×人数  人＝      円 

退校者分        円 

消費税  
 
３ 対象資格取得率       ％(小数第 1位まで) 
 
訓練修了者      名 対象中退就職者    名 対象新規資格取得者  名 
 

資格取得率＝ 
対象新規資格取得者＋対象中退就職者 ※対象新規資格取得者及び対象中退就職者： 

訓練修了日の翌日から起算して 3 箇月以内（中退就職者は中退日ま

で）に訓練コースの目標に設定された資格を取得した者（但し、訓

練受講者が複数の資格を取得しても１人として数える。全対象資格

既取得者が訓練を受講した場合は資格取得率の算定から除外する。） 

訓練修了者＋対象中退就職者 

  

 
４ 対象就職率        ％(小数第 1位まで) 
 
訓練修了者      名 対象中退就職者    名 対象就職者      名 

 

就職率＝ 
対象就職者＋対象中退就職者 ※対象就職者及び対象中退就職者： 

訓練修了日の翌日から起算して 3箇月以内に就職（中退就職を含む）
又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が 20時間以上であり、

かつ「雇用期間の定め無し」又は「雇い入れの日から起算して 120日
以上」の雇用期間により雇い入れられた者及び自営を開始した者 

訓練修了者＋対象中退就職者 

  

 

５ 振込先【債権者登録コード１３桁            】 

金融機関名 
      銀  行        支 店 
      信用金庫        支 所 
      信用組合        出張所 

預金の種類 

口 座 番 号 
当座・普通 第         号 

フ リ ガ ナ 
名 義 人 

 
 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

埼玉県委託訓練事業報奨金交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

 

埼玉県知事            

 

 

     年  月  日付けで申請のあった標記報奨金については、埼玉県委託訓練

事業報奨金交付要綱第６条により、次のとおり交付決定します。 

 

 

１ 報奨金の種別 

 

２ 講座番号・講座名 

 

３ 交付決定金額                   円 

 



 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

埼玉県委託訓練事業報奨金交付申請却下通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

 

埼玉県知事            

 

 

      年  月  日付けで申請のあった標記報奨金については、埼玉県委託訓練

事業報奨金交付要綱第７条により、申請を却下します。 

 

 

１ 報奨金の種別 

 

２ 講座番号・講座名 

 

３ 理由 

 



 

 

様式第５号（第８条関係） 

 

埼玉県委託訓練事業報奨金交付決定取消通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

 

埼玉県知事            

 

 

     年  月  日付け埼玉県委託訓練事業報奨金交付決定については、埼玉県委

託訓練事業報奨金交付要綱第８条により、取り消します。 

 

 

１ 報奨金の種別 

 

２ 講座番号・講座名 

 

３ 理由 


